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1.はじめに 

 平成 12 年 5 月の都市計画法改正により､都市計画区域

を市街化区域及び市街化調整区域に区分(線引き)するか

否かを､地域の実情に応じて都道府県が判断できるよう

になった｡線引き制度の変更に関して､旧建設省は､今後

これまでのような都市の郊外膨張は全国共通の課題では

ないと説明しているが､車社会を前提する限り､都心のさ

らなる空洞化と郊外への拡散が同時に起きる可能性は大

きい 1)｡そこで､本研究では線引き制度を廃止した経緯の

ある宮崎県都城市を例に､線引き廃止後の開発動向を検

討し､線引き選択制導入に関して考察を加えることを目

的とする｡ 

2.都城市における都市計画の経緯 2) 

 都城市は宮崎県南西部に位置する総面積約 306.7km2､

人口が約 13.3 万人の地方都市である｡本市は大正 13 年

(1924)に市政が施行された後､周辺町村と合併し､現在の

都城市となった｡その後､昭和 44 年(1969)の新都市計画法

施行で線引き制度を導入したが､かつて合併編入した旧

町村の中心部は市街化調整区域に位置づけられた｡その

後､市街化調整区域で児童数の減少､老齢化などの問題が

進行したため､これらの改善と地域社会の維持､地域の活

性化を目的として､昭和 63 年(1988)に線引きを廃止し､旧

市街化区域を用途地域､合併編入した旧町村の市街化調

整区域を区域区分を定めない都市計画区域(以降､用途地

域外)とした｡ 

未線引き都市となった都城市では､3000m2 未満の開

発･建築行為について法的に規制することが不可能とな

った｡このため､都城市は都市計画法附則 4 の規定により

1000m2 以上の開発･建築行為は許可を必要とするように

した｡さらに､用途地域外の 1000m2 以上の建物に関して

都市計画法41条(以降､都計41条)を適用し､土地の用途や

建物の高さ､敷地に関し規制をすることとした｡しかし､

以上の規制を講じても旧市街化調整区域(現用途地域外)
の開発･建築に関する規制が大きく緩和されたことは明

白である｡ 
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3.研究の方法 

本研究では､近年 5 年間(H7～H11)における都城市の開

発動向を詳細に探る事とした｡具体的には､建築確認申請

と建築位置図､開発申請に記載されている事項を GIS 化

し､新規建物建築状況から開発動向を把握することを試

みる｡ただし､都市計画区域外では建築確認申請が任意提

出であるため､開発･建築に関するデータを得ることがで

きなかった｡そこで､本研究では都市計画区域内(以降､都

計区内)を対象とし､都計区内全体の建築状況を調べ､さ

らに都計区内を用途地域内外に分けて､その建築状況を

調べる｡併せて､線引き廃止が都計区内の地区に与えた影

響及びを線引き廃止が招いた問題を探るものである｡ 

4.開発動向 

(1)都市計画区域全体の建築状況 

都市計画区域全体における建築確認申請数の推移を図

－1 に示す｡線引き制度が廃止された昭和 63 年を境に申

請数は用途地域内で減少し､用途地域外で増加している｡

廃止前の用途地域外における申請数は都計区内全体の 3

割程度であったが､現在では 5 割程度まで増加している｡

また､近年 5 年間の都計区内全体における人口変遷(表－

1)を見ても､用途地域界をまたぐ地区(表中､用途地域界)
や用途地域外で約 1000～1500 人増加したのに対し､用途

地域内では約 600 人が減少している｡これより､線引き廃

止後､用途地域外への開発圧力が強まったことが窺える｡ 

(2)用途地域内の開発状況 

 本研究では､GISの構築を行ったが､紙面の都合上､地図

は割愛し､分析に関連する図表のみを示す｡近年 5 年間に

おける用途地域内の建築確認申請数の上位10地区を図－

2に示す｡土地区画整理事業が進捗している郡元町や国道

10号線を中心としたロードサイドショップが広がる都北

町などで開発･建築が進んでいる｡図中の10地区はいずれ

も用途地域内縁辺部や用途地域界をまたぐ地区である｡

また､都城市の用途地域内では工事中を含め､23の区画整

理事業が行なわれているが､近年5年間の用途地域内全建

築数2382件のうち51%がこれらの区画整理地区内で建築

されている｡しかし､平成8年に区画整理が完了した､用途

域内縁辺部に位置する早鈴東部地区では､地区面積のわ
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ずか1割程度しか建築されておらず､区画整理地区内の建

築が十分進行していない状況もある｡ 

(3)用途地域外の建築状況 

近年 5 年間における用途地域外の建築確認申請数上位

10地区を図－3に示す｡図中の【 】は吸収合併された町

村の旧中心部である｡近年の開発動向について調べると

以下のような結果が得られた｡ 

･国道や県道が数本走り､交通の要地でありながら､田や

畑等が多く､開発余地がある地区の申請数が多い(安久

町､梅北町)｡ 

･次いで､用途地域に隣接する用途地域外の地区､および

用途地域界をまたぐ地区の申請数が多い｡特に用途地域

西側と北側で用途地域に隣接する地区の申請数が多い

(南横市町､蓑原町､志比田町､金田町､太郎坊町)｡ 

･上記両地区の周辺部がこれに続く(今町､五十町)｡ 
用途地域外では､敷地面積が 1000m2を超えるものに対

して都計 41 条が適用されるのみであるが､その適用建築

物数は全体 2312 件のわずか 16％程度である｡一方で

1000m2未満の宅地開発が集積するミニ開発も行なわれて

おり､総面積が1000m2を超える開発が24箇所確認できた｡

これらのミニ開発は交通条件が良く､田や畑の多い地区

(安久町､庄内町)､あるいは用途地域界をまたぐ地区のす

ぐ外側(都原町､南横市町､太郎坊町､志比田町)で行われ

ている｡中には 3000m2近くの開発が 4 箇所(安久町､庄内

町､都原町2)確認でき､規制は乱開発防止に十分な効果を

発揮していないことがわかる｡また､都計41条が適用され

ない建物の建ぺい率や容積率を求めたところ､9割強が建

ぺい率 60％､容積率 100％以下であり､全体としては問題

は小さいといえる｡しかし､残り 1 割弱の中には建ぺい率

31%､容積率 114%という建物が確認できた｡この様な建

物は､周辺建物の日照を阻害する等､数は少なくても周辺

建物に影響を与えうる｡また､用途についても住宅が集ま

る中に小規模ではあるが自動車整備工場等が建築されて

いる場合も確認できた｡ 

4.おわりに 

旧市街化調整区域における児童数の減少､老齢化など

の問題を改善し､地域社会の維持や地域の活性化を図る

ことを目的として行われた線引き廃止は､人口増加が見

られることで一応の成果を上げたと考えられる｡しかし､

一方で用途地域内での区画整理地区では､建築が十分に

進行しているとはいえない｡また､用途地域外ではミニ開

発が存在し､市街地の無秩序な拡大が懸念される｡今後は､

和田 3)も指摘するように農業振興地域の厳密な運用とま

ちづくり条例等の条例や要網を制定することによって､

小規模な宅地も対象とできる市街地開発のコントロール

が必要であろう｡また､都城市と同等の問題を抱える都市

においては､線引きを安易に廃することなく､市街化調整

区域に地区計画や集落地区計画を重ね､その地方の地域

の特徴を活かした都市づくりを目指すことがコンパクト

な市街地形成を目指す上で好ましいと考える｡ 
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図－1 都市計画区域全体における建築申請数の変遷
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表－1 地域別人口(平成7 年～平成11 年) 
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図－2 用途地域内の建築申請数上位10地区
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図－3 用途地域外の建築確認申請数上位10地区
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 H7 H8 H9 H10 H11 
用途地域内 40689 40721 40341 40136 40073 
用途地域界 34065 34536 34888 35255 35478 
用途地域外 49436 49818 50192 50321 50318 
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